第２回大府市男女共同参画審議会会議録
	日　時
	令和７年10月24日（金）　午後1時30分から3時00分まで

	場　所
	委員会室１

	出席者
	委員：笠松千尋、中庄とみえ、山本芳、嘉無木美穂子、磯部法子、近藤亜美
助言者：岸智子
事務局：健康未来部長、女性活躍推進室長、女性活躍推進室主査

	欠席者
	西村剛志、小川友世

	傍聴人
	なし


（敬称略）
１　あいさつ（委員長）
今年度は『おおぶ男女共同参画プランⅥ』の中間見直しにあたり、通常よりも多く審議会を開催してる。このたび、日本初の女性内閣総理大臣が誕生し、男女共同参画の流れが新たな段階を迎えた。こうした社会の動きを踏まえつつ、本市のプランも現状に合ったものにする必要がある。市長からも意見を伺いたいとの諮問を受けており、率直に意見を交わしながら、より良い計画となるよう検討していく。

２　議題
[bookmark: _Hlk176545023]（１）「おおぶ男女共同参画プランⅥ　さんかく！おおぶ」中間見直し案について
　　　　以下の資料に基づき、事務局から主な変更点を説明。
　　　　【資料１】「おおぶ男女共同参画プランⅥ　さんかく！おおぶ」中間見直し（案）
　第１章・第２章に関する意見
＜発言要旨＞
（委員意見）
　　　　　国のジェンダーギャップ指数について、女性首相誕生により来年度以降数値変動が予想されるが、数値掲載の是非を検討すべきである。
　　（事務局説明）
　　　　　検討する。
（委員意見）
　　　　　審議会女性登用率向上の要因は何か。
　　（事務局説明）
　　　　　「大府市女性登用推進要綱」に基づき、審議会等委員への女性登用を積極的に推進してきたためである。
　　（委員意見）
　　　　　意識調査の設問「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」において、「反対又はどちらかといえば反対」と回答した割合は前回より増加しているが、県や国と比べてると本市は低い水準との説明があったが、「わからない」と回答した人が一定数おり、その影響で本市の数値が低く見えている可能性はないか。」
（事務局説明）
　　　　設問の選択肢構成が国や県と異なるため、単純な比較はできないが、「わからない」と答えた層の意識にも注目し、今後の男女共同参画推進における課題として捉えていく。
　（委員意見）
　　　　「賛成又はどちらかというと賛成」と回答した割合が低いことは、固定的性別分担意識の解消が進んでいる表れである。「わからない」という回答も多様な意識を反映するものであり、過渡期の状況を示す大切な視点である。
（委員意見）
女性相談のうち、「DV以外の悩み事相談」の内訳を明示してはどうか。困りごとの内容がわかることで課題の分析が可能になる。
　（事務局説明）
　　　　検討する。

第３章に関するご意見
　（委員意見）
市民意識調査の数値が策定時より低下している理由は何か。　
（事務局説明）
　　　　市民意識調査の回答世代などにより年次変動があるためである。
　（委員意見）
　　　　「男性育休実績」の指標が「％」ではなく「事業所数」としている理由は。
　（事務局説明）
　　　　指標は策定当時の目標値を継承しており、表記について、次回改定時等で検討する。
　（委員意見）
　　　　介護離職の防止について、制度の周知が企業に十分行き渡っていないと感じる。
　（事務局説明）
　　同様に認識しており、制度周知の充実を図る。
（委員意見）
　　　　男性の育児休業については、取得日数が2週間でも「取得」したとされるが、短期間の取得では育児に十分参加できたとは言い難い。むしろ育児が大変になるのはその先ではないか。男性も育児に積極的に関わることが実現できるよう、制度の周知を図ってほしい。また、「職場や社会で活躍する女性が増えている」との回答には市外勤務者も含まれているため、市内企業の実態にも目を向けるべきである。
（事務局説明）
　　　　　引き続き制度の周知や、復帰後も働きやすい取組などの啓発を図る。
　　（委員意見）
　　　　　教育現場でのキャリア教育について、名古屋市では学校ごとにキャリアコンサルタントを配置してる例がある。本市ではどのように進めているか。
　　（事務局意見）
　　　　　学校現場と連携し、キャリア教育や人権教育の充実を図っている。
　　（委員意見）
　　　　　物価高騰の影響を受ける子育て世帯への経済支援は、どの範囲までか。
　　（事務局意見）
　　　　　物価高騰の影響を受ける子育て世帯への経済支援としては、「市内中学校における学校給食の無償化」を指してる。また、仕事と家庭の両立を支援する取り組みとして、学校の長期休業期間中に放課後クラブで有料ではあるが昼食提供をしている。この取り組みにより、働く保護者の弁当作りの負担が軽減されている。
　（委員意見）
　　　　　DVや女性に対する暴力防止の啓発について、女性への支援が目立つ。男女共同参画の視点からは、男女ともに必要ではないか。
　（事務局説明）
　　　　男性への支援体制は県と連携して対応している。

３　その他
　第19回DVシンポジウムについて
　　令和7年11月15日（土）10時からミューいしがせで実施するDVシンポジウムについて、事務局から案内

（助言者まとめ）
　　　男女共同参画に関する社会全体の意識が大きく変わろうとしていることが感じられた。「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」との固定的役割域に対し、「わからない」と回答する人が多いことは、古い考えと新しい考えの間で揺れている過渡期の現れである。また、男性の育児休業取得が形だけで内容が伴わない場合も、この過渡期における課題の一例であり、制度の実効性を高める必要がある。さらに、女性の離職が多い背景には賃金格差や責任の格差が影響しており、自治体としては男女の賃金格差や役割格差の解消に取り組むことが重要である。　

（健康未来部長あいさつ）　
　　　本日いただいた意見を反映させ、より実効性のある計画にしていく。国の動きや社会の変化を踏まえ、女性副市長の誕生や女性活躍推進室の設置など、本市でも女性の活躍推進に取り組んでいる。男女ともに働きやすい職場環境を整え、男性の育児休業取得についても、期間の短さなど課題があるため今後検討していく。男女が自分らしく生活できる社会の実現を目標に、引き続き施策を進める。
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